
令和元年台風第19号災害に関する高知県の被災地(県外)支援の状況について

高知県【第５報】

【令和元年11月21日（木）現在】 ※下線部は前回からの変更箇所

令和元年台風第19号災害に関する高知県の被災地(県外)支援の状況についてお知らせいたします。

【 】：担当部局

（１）広域緊急援助隊の派遣（計７人派遣）【警察本部】

※｢広域緊急援助隊｣は、全国の都道府県警察本部に設置されている災害警備活動を行う部隊です。

派遣期間：10月16日～20日

派遣場所：長野県飯山市

派遣人員：７人（広域緊急援助隊）

活動内容：行方不明者の捜索活動を行った。

（２）対口支援（計50人派遣）

※「対口支援」として、四国の香川県、愛媛県、高知県の３県が協力して福島県本宮市を支援して

います。

①フェーズA（計20人派遣）【危機管理部】【総務部】【健康政策部】【農業振興部】【林業振興・

環境部】【市町村】

派遣期間：10月22日～11月 ２日 第１班

11月 １日～11月12日 第２班

派遣場所：福島県本宮市

派遣人員：第１班 10人

第２班 10人（いの町職員１人、仁淀川町職員１人、津野町職員１人を含む）

活動内容：第１班は、避難所運営と災害廃棄物仮置場の運搬車誘導を主として行い、第２班は、

避難所運営に加えて、ビニールシートと消石灰の搬出等、万世排水ポンプ場浸水水没

図面等の復元、応急仮設住宅の受付及び仮設住宅の準備・案内の支援を行った。

②フェーズB（計８人派遣）【総務部】【市町村】

派遣期間：10月28日～11月 ５日 第１班

11月 ４日～11月12日 第２班

派遣場所：福島県本宮市

派遣人員：第１班 ４人（南国市職員１人、香美市職員１人、中土佐町職員１人を含む）

第２班 ４人（南国市職員１人、土佐市職員１人、四万十町職員１人を含む）

活動内容：第１、２班とも、住家の被害認定調査及び罹災証明書の発行支援を行った。

③フェーズC（計22人派遣）【危機管理部】【総務部】【地域福祉部】【商工労働部】【土木部】【文

化生活スポーツ部】【水産振興部】【市町村】

派遣期間：11月11日～11月22日 第１班

11月21日～12月 １日 第２班

１．人的支援 （合計57人）



派遣場所：福島県本宮市

派遣人員：第１班 11人（高知市職員２人、宿毛市職員１人、香南市職員１人を含む）

第２班 11人（高知市職員２人、四万十市職員１人、佐川町職員１人を含む）

活動内容：第１班は、避難所運営、避難所への食事等の配達、民間賃貸住宅借上げ申請及び応急

仮設住宅・市営住宅再募集申請の受付、住家の被害認定調査、罹災証明書発行及び減

免申請・災害見舞金等の受付の支援を行った。

第２班は、避難所運営、避難所への食事等の配達、住家の被害認定調査、民間賃貸住

宅借上げ申請の受付及び減免申請・災害見舞金等の受付の支援を行う。

10月17日 県として義援金の口座を開設し受付開始（受付期間 令和元年11月29日まで）

義援金ホームページアドレス

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/180101/2019101600062.html

２．義援金（高知県外被災地分） 【会計管理局】

問合せ先

危機管理・防災課

TEL088-823-9320


